
令和 4年 4月 22日 

 

新型コロナウイルスに対する取組について 

 

弊社では、社員とそのご家族への安心を確保しつつ、事業を継続させるため感染症に対する

さまざまな対策を整えております。 

 

１、抗原検査の実施   

社員は毎日検温を実施し、体調の管理に努めます。万一発熱症状があった場合には抗原検

査キットを用いた検査を実施します。さらには必要に応じて任意でのPCR検査をおこない、

安心を担保しています。 

また、県外への移動時にはすみやかに抗原検査を実施しています。 

 

２、支店営業所でのテレワーク（在宅勤務）の実施 

 都市部での感染リスクに対応するため、まん延防止等重点措置解除後も可能な範囲での 

在宅勤務を実施しています。 

 

３、ワクチン接種について 

 社員がワクチン接種を希望する場合には接種時間に対し、特別休暇を付与します。 

副反応により発熱等の症状が出た場合にも、特別休暇を付与します。 

 また昨年 9 月には、入交グループとして職域接種に参加し希望者全員接種することがで

きました。4月には３回目の職域接種を実施予定です。 

 

 

４、その他 

・デスク回りには飛沫防止パーテーション、消毒用アルコールの設置 

 ・休み時間毎の換気と共有部消毒実施 

 ・昼食時の個食・默食実施と利用時間の振り分け 

 ・本支店間の ZOOMを利用した会議促進 

 ・感染防止に対する取組の通知徹底 

 ・必要に応じた分散執務の実施 

 

以上の対策を講じるほか、国内での感染拡大などの状況によって、より強固な対応を 

実施します。 

 

  


